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復興推進計画を作成する際は、国
と地方の協議会において議論しな
くてはいけないのか。

復興推進計画作成にあたり、国と地方の協議
会の関与はない。

復興推進計画の策定に当たり地域
協議会は必ず設置しなければなら
ないのか。

復興推進計画の策定に当たっては、一部の特
例措置（食料供給等施設整備事業、特定水力
発電事業、復興特区支援貸付事業）を活用す
る場合を除き、地域協議会の設置は任意であ
る。

地域協議会はどのような単位で設
置すればよいのか。例えば、施策
のテーマや特例の中身毎に設置す
る必要があるのか。

地域協議会の設置及び設置する単位は、自治
体の判断であり、あくまでも地域の実情、プ
ロジェクトの内容に即したものにしていただ
ければよい。

地域協議会は「地域協議会」とい
う名称でなければならないのか。
また、既存の検討会を地域協議会
とみなしてもよいのか。

地域協議会という名称は法律上のものであ
り、同じ役割を担うのであれば、各地で独自
の呼び方をしてもよい。また、既存の検討会
を地域協議会としてもよい。

復興推進計画の作成や地域協議会
の設置については、議会の議決を
必要とするのか。

復興推進計画の作成や地域協議会の設置につ
いて、議会の議決を義務付けているものでは
ないが、各地方公共団体の判断で、議会にも
説明し、必要に応じて議決を得て頂いて構わ
ない。

３つの計画はバラバラに作成しな
くてはならないのか。

記載事項のどの部分がそれぞれどの計画に該
当するのか明確であれば、１つの計画として
策定することも可能である。

地方公共団体が既に策定した復興
に係る計画を復興推進計画として
活用することはできないのか。

どの部分がそれぞれどの計画に該当するのか
明確であれば、地方公共団体が既に策定した
復興に係る計画の中に復興推進計画等に係る
事項を記載して、復興推進計画等と位置付け
ることも可能である。

当面必要となる事業を復興推進計
画等に記載し、急ぎでない事業は
後日計画に記載するといった段階
的な計画の作成は可能か。

当初の計画には実施予定が確実な事業のみを
記載し、その後、必要に応じて計画を改訂し
て記載事項を拡充することや、新たな計画を
追加して作成することも可能である。

県が市町村の代わりに復興推進計
画を作成することは可能か。

市町村の合意を得ることができれば、県がご
指摘のような復興推進計画を作成することは
可能である。また、県と市町村が共同して作
成することも可能である。

計画作成に係る各種相談は、国の
どこが対応するのか。

復興庁設置前は、現地対策本部及び復興対策
本部事務局に、復興庁設置後は復興局及び復
興庁に、幅広くご相談頂きたい。

市町村は、県を通じて国に相談し
なければならないのか。

県を通じてご相談いただいても、市町村から
直接国へご相談いただいても、どちらでも構
わない。ただし、計画作成に当たり、市町村
と県との間で、必要な連絡や調整は随時行っ
ていただきたい。

(2) 国の柔軟な対
応・地方の負担軽減

(3) その他

2 計画作成に対する
国の支援

Ｑ Ａ分類

(1) 協議会
ア　国と地方の協議
会

(1) 協議会
イ　地域協議会

1　計画作成手続き
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市町村（県）の区域全部を復興産
業集積区域として定めることは可
能か。

地方公共団体が復興産業集積区域を設定する
際には、住宅地や自然環境の保全が必要な地
域を除外するなど、最低限の事項を考慮した
上で、産業集積の形成等を戦略的に推進すべ
き区域を地域の実情に応じて設定することと
しており、市町村（県）の区域全域を対象と
することは想定していない。

復興産業集積区域は、工業団地や
都市計画法上の工業専用地域等に
限定して定める必要があるのか。

工業団地や都市計画法上の工業専用地域や工
業地域等の用途地域に限定されるものではな
い。

一市町村に複数の復興産業集積区
域を定めることは可能か。

可能である。

 「復興産業集積区域」は、既に一
定の産業集積が形成されている区
域も対象とすることは可能か。

既に一定の産業集積が形成されている区域で
あっても、地方自治体が、当該区域において
産業集積の形成及び活性化の取組を推進しよ
うとする意思を有しているのであれば、当該
区域を復興産業集積区域として設定すること
は可能である。

複数の市町村の区域をまたいで復
興産業集積区域を設定することは
可能か。

可能である。ただし、産業集積の形成及び活
性化の推進に当たり、自然的経済的社会的条
件からみて一体である地域をもって設定する
必要がある。
なお、この場合には、県が復興推進計画を作
成するか、複数市町村が共同して復興推進計
画を作成する必要がある。

計画において復興産業集積区域は
必ず地番を用いて定めなければな
らないのか。

例えば、「○○市△△」「◆◆市●●町▼
▼」のように、復興産業集積区域の境界を明
確に定めることができるのであれば、地番を
用いて定める必要はない。

「日常的な取引関係の発生が見込
まれる等当該事業の実施の経済的
波及効果により、雇用等被害地域
において新規投資や雇用機会の創
出が見込まれる場合における、当
該事業の実施区域」は、どのよう
にして特定するのか。

集積を目指す業種、雇用等被害地域との間の
道路等の交通アクセス等を総合的に勘案し、
当該区域において事業が実施されることによ
り、雇用等被害地域における新規投資や雇用
機会の創出が見込まれるか判断をした上で、
対象となる区域を特定し計画に記載すること
になる。

税制上の特例の対象となる集積を
目指す業種について、全業種とす
ることは可能か。

集積を目指す業種は、地域において戦略的に
その集積の形成及び活性化を図ろうとする業
種であることから、地域における産業振興の
戦略に基づき強みとなる地域特性や地域資源
の活用を考慮して定めていただく必要があ
り、また、地域における集積の支援のための
施策（企業立地補助金の交付、関連する社会
資本の整備等）との整合性を考慮して定めて
いただく必要がある。なお、全業種とするこ
とは想定していない。

税制上の特例の対象となる集積を
目指す業種について、既に集積が
存在する業種を定めることは可能
か。

既に地域において集積している業種を選ぶこ
とは可能である。

(1) 復興産業集積区
域

(3) 対象とする業種

3　計画記載事項

(2) 税制上の特例措
置が適用される区域
（法第２条第３項第
２号イの地域）
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税制上の特例の対象は製造業に限
定されるのか。

税制上の特例の対象となる業種は、地方公共
団体が、復興推進計画において集積を目指す
業種として定めたものである。集積を目指す
業種は製造業以外の業種を定めることも可能
であり、第１次産業、第３次産業の業種も可
能である。

復興推進計画に記載する復興推進
事業について、必ず実施主体が決
まっている必要があるのか。

一部の特例を除き、必ずしも計画作成時点に
おいて事業主体が決まっている必要はない。
例えば、産業集積に係る課税の特例の対象と
なる復興推進事業は、計画作成時点におい
て、実施主体が定まっている必要はない。

産業集積に関する税制上の特例に
特化した復興推進計画を作成する
場合に、計画に記載しなければな
らない事項如何。

計画の区域、目標、目標を達成するために推
進しようとする取組の内容等の他、主に以下
の事項を記載する必要がある。
・復興産業集積区域の区域
・復興産業集積区域においてその集積の形成
及び活性化を目指す業種
・雇用等被害地域
・雇用等被害地域から通勤圏内にある区域
・日常的な取引関係の発生が見込まれる等当
該事業の実施の経済的波及効果により、雇用
等被害地域において新規投資や雇用機会の創
出が見込まれる場合における、当該事業の実
施区域

税制上の特例のうち投資に係る特
別償却・税額控除について、いつ
の時点の投資から対象となるの
か。

原則として、復興推進計画が認定され、当該
計画を作成した認定地方公共団体が事業者を
指定した後に、当該指定を受けた事業者が対
象となる減価償却資産を事業の用に供した場
合に、特別償却・税額控除が適用される。た
だし、同一事業年度内であり、かつ、復興推
進計画の認定後であれば、事業者が指定を受
ける前に対象となる減価償却資産を事業の用
に供した場合も、特別償却・税額控除が適用
される。

税制上の特例のうち投資に係る特
別償却・税額控除について、特区
法施行前であるが平成２３年３月
１１日以降に減価償却資産を事業
の用に供した場合も適用される
か。

税制上の特例のうち投資に係る特別償却・税
額控除は、法の規定により、法の施行以前に
減価償却資産が事業の用に供された場合は適
用されない。これは、企業の新規投資を促進
するという政策目的のための税制であるとい
う考え方に基づくものである。

震災直後から地域で努力した企業
には税制上の特例は適用されない
のか。

税制上の特例のうち被災雇用者等へ支給する
給与等の１０％の税額控除は、被災雇用者等
へ給与等を支給することが要件であり、ご指
摘のような既存企業にも広く適用が可能であ
る。

(5) その他

４ 税制上の特例の適
用の可否

(4) 内容の熟度
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利子補給を受けるために必要とな
る手続きや計画記載事項はどのよ
うなものか。

利子補給を受けるためには、地方公共団体が
作成した復興推進計画の認定の後、国による
金融機関の指定、国と指定金融機関との利子
補給契約の締結等の手続きが必要となる。更
に、指定金融機関が地域協議会の構成員であ
ることが必要である。
また、復興推進計画には、計画の区域、目
標、目標を達成するために推進しようとする
取組の内容等の他、主に以下の事項を記載す
る必要がある。
・貸付けの対象となる事業が、復興推進計画
の目標を達成する上で中核となるものである
ことの説明
・指定金融機関から事業を実施する単独の事
業者での融資合計額
・事業者の資金計画

どの地域でどのように行うか等は
未定であるが復興のために重要と
考えられる構想段階にあるプロ
ジェクトについて、復興特区制度
を活用することは可能か。

復興に資すると考えられるプロジェクト構想
があり、地方公共団体、民間事業者等による
推進の方向性がある程度固まっている場合に
は、例えば、プロジェクト単位で地域協議会
を組織し、協議を進め、必要に応じて新たな
規制の特例措置等に関する提案を行い、国と
地方の協議会にこのプロジェクトに対応する
分科会を設置して、国の制度の改善を図った
り、既存の制度による支援を受ける等の進め
方が考えられる。

６ その他

５ 利子補給
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